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毎週火 金曜日発行･
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◇ 鳥取県立夢 ー 利用料金 一部改正（ ）（観光課）………………………………

鳥取県立氷 山自然 館 利用料金 一部改正（ ）（景観自然課）…………………

鳥取県立鳥取砂丘 国 利用料金 一部改正（ ）（子育 支援課）…………………

鳥取県立 花回廊 利用料金 一部改正（ ）（生産振興課）…………………………

鳥取県立東郷湖羽合臨海公園 燕趙園 利用料金（ ）（都市計画課）………………………

平成 年鳥取県告示第 号（鳥取県立夢 ー 利用料金 ） 告示 利用料金 変更

、鳥取県立夢 ー 設置及 管理 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号）第 条

第 項 規定 基 平成 年 月 日承認 、当該告示 次 改正 、同条第 項 規定

告示 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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する

の の の の で まれた を の の の の で まれた に める
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附 則

告示 、平成 年 月 日 施行 。

平成 年鳥取県告示第 号（鳥取県立氷 山自然 館 利用料金 ） 告示 利用料金

変更 、鳥取県立氷 山自然 館 設置及 管理 関 条例（平成 年鳥取県条例第

号）第 条第 項 規定 基 平成 年 月 日承認 、当該告示 次 改正 、同条第 項

規定 告示 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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改 正 後 改 正 前

利用料金
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附 則

告示 、平成 年 月 日 施行 。

平成 年鳥取県告示第 号（鳥取県立鳥取砂丘 国 利用料金 ） 告示 利用料金

変更 、鳥取県立鳥取砂丘 国 設置及 管理 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号）

第 条第 項 規定 基 平成 年 月 日承認 、当該告示 次 改正 、同条第 項 規定

告示 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。

この は から する

こどもの の について により した を

することについて こどもの の び に する

の に づき したので を のように し の

により する

の の の の で まれた を の の の の で まれた に める
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附 則

告示 、平成 年 月 日 施行 。

平成 年鳥取県告示第 号（鳥取県立 花回廊 利用料金 ） 告示 利用料金 変更

、鳥取県立 花回廊 設置及 管理 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号）第 条

第 項 規定 基 平成 年 月 日承認 、当該告示 次 改正 、同条第 項 規定

告示 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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区 分
金 額

燕趙園 利用 場合
燕趙園 龍鳳閣 利用
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生徒
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附 則

告示 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県都市公園条例（昭和 年鳥取県条例第 号）第 条第 項 規定 基 、鳥取県立東郷湖羽合臨海公

園 燕趙園 係 平成 年 月 日以降 利用料金 次 承認 、告示 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

利用料金

承認年月日

平成 年 月 日

この は から する

の に づき

の に る の を のとおり したので する
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